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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸収性物品と、前記吸収性物品を個別に包装する個包装シートと、複数の前記吸収性物
品を収容した包装シートと、を有し、
　前記包装シートには、内部に収容された前記吸収性物品を視認可能に構成する窓部が形
成された吸収性物品の包装体であって、
　前記吸収性物品は、前記吸収性物品の厚み方向に積層されており、
　前記包装体は、使用に伴い前記吸収性物品の残数が減ると、前記吸収性物品が厚み方向
に膨張し、前記吸収性物品どうしの境界の間が広くなるように構成されており、
　前記個包装シートは、第１個包装シートと、前記第１個包装シートと異なる色又は異な
る図柄を有する第２個包装シートと、を有し、
　前記第１個包装シートによって包装された吸収性物品と、前記第２個包装シートによっ
て包装された吸収性物品と、が前記厚み方向に隣接しており、
　前記窓部には、前記吸収性物品どうしの境界に沿う第１方向に延びる目印部が設けられ
ており、
　前記目印部は、前記第１方向と直交し、かつ前記厚み方向に沿う第２方向に間隔を空け
て複数設けられ、前記吸収性物品どうしの境界の位置を指標しており、
　前記目印部の前記第２方向の間隔は、前記第２方向において一定の間隔であり、前記吸
収性物品どうしの境界の間隔と異なっている、吸収性物品の包装体。
【請求項２】
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　前記目印部は、前記第１方向に延びる第１柄と、前記第１柄と前記第１方向において隣
り合い、前記第１柄と異なる第２柄と、を含んでいる、請求項１に記載の吸収性物品の包
装体。
【請求項３】
　前記第２方向に隣り合う前記目印部における前記第２柄の前記第１方向の位置は、異な
っている、請求項２に記載の吸収性物品の包装体。
【請求項４】
　前記目印部の前記第２方向の間隔は、前記吸収性物品の前記第２方向の間隔に対する０
．５倍以上２倍以下である、請求項１から請求項３のいずれかに記載の吸収性物品の包装
体。
【請求項５】
　前記包装シート同士が接合された接合部が設けられており、
　前記接合部は、前記吸収性物品の前記第２方向に沿って配置されている、請求項１から
請求項４のいずれかに記載の吸収性物品の包装体。
【請求項６】
　前記包装シートは、前記厚み方向に沿い、互いに隣接する第１面及び第２面を有し、
　前記第２面は、前記吸収性物品を取り出すための開口が設けられているように構成され
ており、
　前記窓部は、前記第１面と前記第２面に設けられている、請求項１から請求項５のいず
れかに記載の吸収性物品の包装体。
【請求項７】
　前記吸収性物品は、前記個包装シートと共に、前記吸収性物品の幅方向に沿う一対の幅
折り線及び前記吸収性物品の長手方向に沿う一対の長手折り線を基点に折り畳まれている
、請求項１から請求項６のいずれかに記載の吸収性物品の包装体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の吸収性物品を収容した包装シートに窓部を設けた吸収性物品の包装体
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の吸収性物品を収容した包装シートに窓部を設けた吸収性物品の包装体が知られて
いる。包装シートの窓部は、内部に収容された吸収性物品を視認可能に構成されている（
下記特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表2006-526550号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の吸収性物品の包装体は、吸収性物品が包装シート内で厚さ方向に積層され
ており、窓部を介して複数の吸収性物品が視認可能に構成されている。吸収性物品の包装
体は、一般的に複数の吸収性物品を圧縮した状態で包装シート内に収容している。このよ
うに構成された吸収性物品の包装体において、使用に伴い吸収性物品の残数が減ると、吸
収性物品が厚み方向に膨張し、吸収性物品どうしの境界の間隔が広くなる。しかし、積層
された吸収性物品の全体が窓部を介して視認可能に構成されており、吸収性物品どうしの
境界の間隔を把握し難いため、吸収性物品の残数を容易に把握し難い。
【０００５】
　そこで、包装シート内に収容された吸収性物品の残数を容易に把握できる吸収性物品の
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包装体が望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一態様に係る吸収性物品の包装体は、吸収性物品と、複数の前記吸収性物品を収容した
包装シートと、を有し、前記包装シートは、内部に収容された前記吸収性物品を視認可能
に構成する窓部が形成された吸収性物品の包装体であって、前記吸収性物品は、前記吸収
性物品の厚み方向に積層されており、前記窓部には、前記吸収性物品どうしの境界に沿う
第１方向に延びる目印部が設けられており、前記目印部は、前記第１方向と直交し、かつ
前記厚み方向に沿う第２方向に間隔を空けて複数設けられている。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１実施形態に係る吸収性物品の包装体の斜視図である。
【図２】吸収性物品の展開平面図である。
【図３】吸収性物品の包装体の正面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　（１）実施形態の概要
　本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
　一態様に係る吸収性物品の包装体は、吸収性物品と、複数の前記吸収性物品を収容した
包装シートと、を有し、
　前記包装シートは、内部に収容された前記吸収性物品を視認可能に構成する窓部が形成
された吸収性物品の包装体であって、
　前記吸収性物品は、前記吸収性物品の厚み方向に積層されており、
　前記窓部には、前記吸収性物品どうしの境界に沿う第１方向に延びる目印部が設けられ
ており、
　前記目印部は、前記第１方向と直交し、かつ前記厚み方向に沿う第２方向に間隔を空け
て複数設けられている。
【０００９】
　窓部を介して包装シート内部に収容された吸収性物品を視認でき、吸収性物品の残数や
種類を確認できる。このとき、窓部の目印部が吸収性物品のどうしの境界に沿って延びて
いるため、吸収性物品どうしの境界の位置を把握し易い。よって、吸収性物品どうしの境
界の間隔を把握し易く、吸収性物品の残数を容易に把握できる。
【００１０】
　好ましい一態様によれば、前記目印部は、前記第１方向に延びる第１柄と、前記第１柄
と第１方向において隣り合い、前記第１柄と異なる第２柄と、を含んでいる。
【００１１】
　吸収性物品どうしの境界は、第１方向に沿っており、第１柄と区別して認識されにくい
ことがある。このとき、第２柄によって吸収性物品どうしの境界を把握し易くなる。
【００１２】
　好ましい一態様によれば、前記第２方向に隣り合う前記目印部における前記第２柄の前
記第１方向の位置は、異なっている。
【００１３】
　第２方向に隣り合う目印部は、第２柄の第１方向の位置が異なり、個々の目印部として
認識され易くなる。個々の目印部が目立つことにより、吸収性物品どうしの境界の間隔が
より把握し易くなり、吸収性物品の残数を容易に把握できる。
【００１４】
　好ましい一態様によれば、前記目印部の前記第２方向の間隔は、前記吸収性物品どうし
の境界の間隔に対する０．５倍以上２倍以下である。
【００１５】
　目印部の第２方向の間隔が吸収性物品のどうしの境界の間隔に対する０．５倍以上２倍
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以下であることにより、吸収性物品どうしの境界の間隔が目印部に対応付け易くなる。よ
って、吸収性物品どうしの境界の間隔がより把握し易くなり、吸収性物品の残数を容易に
把握できる。
【００１６】
　好ましい一態様によれば、前記包装シート同士が接合された接合部が設けられており、
前記接合部は、前記第２方向に沿って配置されている。
【００１７】
　第２方向に沿って接合部が配置されているため、膨張する際の力に接合部が対抗し、包
装体全体の形状を維持し易くなる。よって、窓部の形状を維持し易く、窓部を介して吸収
性物品の残数を把握する効果を得や易くなる。
【００１８】
　好ましい一態様によれば、前記包装シートは、厚み方向に沿い、互いに隣接する第１面
及び第２面を有し、
　前記第２面には、前記吸収性物品を取り出すための開口が設けられているように構成さ
れており、
　前記窓部は、前記第１面と前記第２面に設けられている。
【００１９】
　第１面に設けられた窓部を介して吸収性物品を視認することができる。加えて、使用者
が開口部を介して吸収性物品を取り出す際に、開口部と共に窓部を視認し易い。よって、
吸収性物品の取り出し時に吸収性物品の残数を容易に把握することができる。
【００２０】
　好ましい一態様によれば、前記吸収性物品を個別に包装する個包装シートを有しており
、
　前記個包装シートは、第１個包装シートと、前記第１個包装シートと異なる色又は異な
る図柄を有する第１個包装シートと、
　前記第１個包装シートによって包装された吸収性物品と、前記第２個包装シートによっ
て包装された吸収性物品と、が前記厚み方向に隣接している。
【００２１】
　第１個包装シートによって包装された吸収性物品と、第２個包装シートによって包装さ
れた吸収性物品と、が厚み方向に隣接しているため、隣接する吸収性物品の境界を把握し
易い。吸収性物品どうしの境界の間隔がより把握し易くなり、吸収性物品の残数を容易に
把握できる。
【００２２】
　好ましい一態様によれば、前記吸収性物品を個別に包装する個包装シートを有し、
　前記吸収性物品は、前記個包装シートと共に、幅方向に沿う一対の幅折り線及び長手方
向に沿う一対の長手折り線を基点に折り畳まれている。
【００２３】
　吸収性物品と個包装シートが一対の幅折り線及び一対の長手折り線を基点に折り畳まれ
ているため、折り畳まれた状態で折り線による折り癖が四方に形成される。四方の折り癖
の一部は、窓部に対向して配置される。折り癖によって吸収性物品の輪郭が目立ちやすく
なり、吸収性物品どうしの境界の間隔がより把握し易くなり、吸収性物品の残数を容易に
把握できる。
【００２４】
　（２）吸収性物品の包装体の構成
　以下、図面を参照して、実施形態に係る吸収性物品の包装体について説明する。なお、
以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している
。ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率等は現実のものとは異なることに留
意すべきである。したがって、具体的な寸法等は、以下の説明を参酌して判断すべきであ
る。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれ得る。
【００２５】
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　図１は、第１実施形態に係る吸収性物品の包装体１の斜視図である。図２は、吸収性物
品の展開正面図であり、図３は、吸収性物品の包装体の正面図である。吸収性物品の包装
体１（以下、包装体１とする）は、吸収性物品１０と、複数の吸収性物品１０を包装する
包装シート２０と、を有する。
【００２６】
　包装シート２０内の空間に、吸収性物品１０が複数収容されている。吸収性物品１０と
しては、例えば、使い捨ておむつ、生理用ナプキン、失禁パッド、パンティライナーを例
示できる。
【００２７】
　図２は、実施形態に係る吸収性物品１０の展開平面図である。吸収性物品１０は、着用
者の身体前側と身体後側とに延びる長手方向Ｌと、前後方向に直交する幅方向Ｗと、着用
者に向かう肌対向面側及び肌対向面側と反対側に向かう非肌対向面側に延びる厚み方向Ｔ
と、を有してよい。
【００２８】
　吸収性物品１０は、吸収性物品の肌対向面側に位置する肌面シートと、吸収性物品の非
肌対向面側に位置する非肌面シートと、肌面シートと非肌面シートの間に配置された吸収
体と、を有してよい。吸収性物品１０は、個包装シート１８と共に折り畳まれて、個包装
シート１８によって包装されていてよい。
【００２９】
　吸収性物品１０及び個包装シート１８は、個包装シート上に吸収性物品を配置した状態
で、共に折り畳まれる。折り畳み態様の一例としては、個包装シート上に吸収性物品を配
置した状態で、吸収性物品１０及び個包装シート１８は、幅方向Ｗに沿う一対の幅折り線
ＦＷを基点に長手方向Ｌに折り畳まれてよい。このとき、吸収性物品の肌対向面同士が対
向するように折り畳まれてよい。一対の幅折り線ＦＷは、長手方向Ｌに間隔を空けて配置
されてよい。次いで、幅折り線ＦＷを基点に折り畳まれた状態の吸収性物品１０及び個包
装シート１８は、長手方向Ｌに沿う一対の長手折り線ＦＬを基点に幅方向Ｗの内側に折り
畳まれてよい。このとき、吸収性物品の肌対向面同士が対向するように折り畳まれてよい
。
【００３０】
　このように折り畳まれることにより、図１に示すように、吸収性物品１０は、個包装シ
ートによって覆われる。折り畳まれた状態で、吸収性物品の四方の側縁部には、個包装シ
ートの折り癖が形成されてよい。四方の折り癖の少なくとも一部は、後述する窓部に対向
して配置されてよい。
【００３１】
　吸収性物品１０は、包装シート２０内において吸収性物品１０の厚み方向Ｔに積層され
てよい。包装シート２０の表面は、包装体１の外面を構成し、包装シート２０の裏面は、
包装体１の内面を構成し、吸収性物品１０に接触してよい。包装シート２０は、樹脂製の
フィルムからなり、直方形に成型されてよい。包装シート２０は、直方形に成形された状
態で６面を有する。包装シート２０は、吸収性物品１０の厚み方向Ｔ（積層方向）に沿っ
て配置された第１面２１、第２面２２、第３面２３、及び第４面２４と、厚み方向Ｔと直
交して配置された第５面２５及び第６面２６を有してよい。
【００３２】
　図１に示す状態において、第１面２１は、正面を構成し、第２面２２は、上面を構成し
、第３面２３は、背面を構成し、第４面２４は、底面を構成してよい。第１面２１と第２
面２２は、互いに隣接し、第２面２２と第３面２３は、互いに隣接し、第３面２３と第４
面２４は、互いに隣接し、第４面２４と第１面２１は、互いに隣接してよい。第１面２１
、第２面２２、第３面２３、及び第４面２４は、第５面２５及び第６面２６にそれぞれ隣
接してよい。
【００３３】
　図３は、図１に示す吸収性物品の包装体１の正面図である。包装体の正面は、第１面を
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構成してよい。包装体１には、内部に収容された吸収性物品１０を視認可能に構成する窓
部２８が形成されてよい。窓部２８は、透明又は半透明に構成されてよい。包装シート２
０に窓部２８が設けられていることにより、窓部２８を介して包装シート２０内部に収容
された吸収性物品１０を視認でき、吸収性物品１０の残数や種類を確認できる。
【００３４】
　窓部２８は、少なくとも第１面２１の一部に設けられてよく、第２面２２に設けられて
よいし、第１面２１から第６面２６の全ての面に設けられてもよい。窓部は、各面の全面
に設けられていていても、各面の一部に設けられていてもよい。窓部２８は、吸収性物品
の厚み方向Ｔに沿って延びてよい。窓部２８を介して吸収性物品の側縁部１５が視認可能
に配置されてよい。吸収性物品１０の側縁部１５は、一対の幅折り線ＦＷ及び一対の長手
折り線ＦＬを基点に折り畳まれた状態で、当該折り線が位置する部分である。そのため、
吸収性物品の側縁部１５は、折り線による折り癖が形成される。吸収性物品の側縁部１５
は、第１面から第４面に対向して配置されてよい。吸収性物品の外側縁の少なくとも一部
は、窓部に対向して配置されてよい。折り癖によって吸収性物品の輪郭が目立ちやすくな
り、吸収性物品どうしの境界の間隔がより把握し易くなり、吸収性物品の残数を容易に把
握できる。
【００３５】
　窓部２８には、吸収性物品どうしの境界Ｂ１０に沿う第１方向Ｄ１に延びる目印部３０
が設けられてよい。吸収性物品どうしの境界Ｂ１０は、吸収性物品の幅方向Ｗ又は長手方
向Ｌに沿ってよい。目印部３０は、第２方向Ｄ２に間隔を空けて複数配置されてよい。目
印部は、印刷によって構成されてよい。第２方向Ｄ２は、第１方向Ｄ１と直交し、かつ厚
み方向Ｔに沿う方向である。目印部３０は、窓部の全体に亘って間欠的に配置されてよい
。なお、第１方向Ｄ１及び第２方向Ｄ２は、吸収性物品１０が包装シート２０内に収容さ
れ、未開封の状態の包装体１における吸収性物品１０を基準とした方向であってよい。
【００３６】
　吸収性物品の包装体１において、使用に伴い吸収性物品の残数が減ると、吸収性物品１
０が厚み方向Ｔに膨張し、吸収性物品どうしの境界の間隔Ｇ１０が広くなる。このとき、
窓部２８の目印部３０が吸収性物品のどうしの境界Ｂ１０に沿って延びているため、目印
部３０を基準として吸収性物品どうしの境界Ｂ１０の位置を把握し易い。目印部３０は、
第２方向Ｄ２に間隔を空けて配置されており、その間隔は一定であってよい。目印部３０
が一定の間隔Ｇ３０を空けて配置されているため、目印部３０が目盛りとして機能し易い
。よって、吸収性物品どうしの境界の間隔Ｇ１０を把握し易く、吸収性物品の残数を容易
に把握できる。
【００３７】
　目印部３０は、第１方向Ｄ１に延びる部分を有していればよい。目印部３０は、第１柄
３１と、第２柄３２と、の組みあわせによって構成されてよい。第１柄３１は、第１方向
Ｄ１に延び、第１方向Ｄ１に間隔を空けて配置されてよい。第１柄３１は、第１方向Ｄ１
に延びる直線又は、第１方向Ｄ１に沿って配置されたドットの集合体によって構成されて
よい。第２柄３２は、第１柄３１と異なる。第２柄３２は、第１柄３１と第１方向Ｄ１に
おいて隣り合って配置されてよい。第２柄３２は、第１方向Ｄ１における第１柄３１の間
に配置されてよい。第２柄３２は、第１柄３１と異なる図柄又は第１柄３１と異なる幅（
第２方向Ｄ２の長さ）を有してよい。
【００３８】
　吸収性物品どうしの境界Ｂ１０は、第１方向Ｄ１に沿っており、第１柄３１と区別して
認識されにくいことがある。このとき、目印部３０と吸収性物品どうしの境界Ｂ１０が第
２柄３２によって区別し易くなり、吸収性物品どうしの境界Ｂ１０を把握し易くなる。ま
た、包装シート２０内の吸収性物品１０の残数が少なくなると、吸収性物品１０が傾いて
配置されることがある。このとき、吸収性物品どうしの境界Ｂ１０は、第１柄３１に対し
て傾斜し、第１柄３１と区別して認識され易い。よって、吸収性物品どうしの境界の間隔
Ｇ１０がより把握し易く、吸収性物品の残数を容易に把握できる。
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【００３９】
　第２方向に隣り合う目印部３０における第２柄３２の第１方向Ｄ１の位置は、異なって
よい。すなわち、第２方向Ｄ２に隣り合う第２柄３２は、第１方向Ｄ１においてずれて配
置されてよい。具体的には、図３に示す正面図において、一の目印部３０の第２柄３２は
、一の目印部に隣接する第２柄３２に対して上方に配置されてよい。第２方向Ｄ２に隣り
合う目印部３０の第２柄の位置が異なるため、個々の目印部が認識され易くなる。個々の
目印部が認識されることにより、吸収性物品どうしの境界の間隔Ｇ１０がより把握し易く
なり、吸収性物品の残数を容易に把握できる。
【００４０】
　目印部３０の第２方向Ｄ２の間隔Ｇ３０は、吸収性物品どうしの境界Ｂ１０の間隔Ｇ１
０と異なってよい。目印部３０と吸収性物品どうしの境界Ｂ１０とを区別し易くなる。目
印部３０の第２方向Ｄ２の間隔Ｇ３０は、吸収性物品どうしの境界Ｂ１０の間隔Ｇ１０に
対する０．５倍以上２倍以下であってよい。吸収性物品どうしの境界Ｂ１０の間隔Ｇ１０
に対して目印部３０の第２方向Ｄ２の間隔が長すぎたり短すぎたりすると、吸収性物品ど
うしの境界の間隔Ｇ１０が目印部３０に対応付け難いことがある。よって、目印部３０の
第２方向Ｄ２の間隔Ｇ３０が吸収性物品のどうしの境界Ｂ１０の間隔Ｇ１０に対する０．
５倍以上２倍以下であることが好ましい。なお、吸収性物品どうしの境界Ｂ１０の間隔Ｇ
１０は、吸収性物品１０が包装シート２０内に収容され、未開封の状態の包装体１におけ
る吸収性物品１０を基準としている。
【００４１】
　包装シート２０には、包装シート２０同士が接合された接合部２９が設けられてよい。
接合部２９は、包装シート２０が熱溶着等によって接合された部分であり、包装シート２
０同士が接合されていない構成と比較して、剛性が高くてよい。接合部２９は、高剛性部
を構成してよい。接合部２９は、第２面２２の中央において第２方向Ｄ２に沿って設けら
れてよい。
【００４２】
　複数の吸収性物品を圧縮した状態で包装シート内に収容している構成にあっては、吸収
性物品１０が厚み方向Ｔに膨張し易い。吸収性物品が膨張する際の力は、複数の吸収性物
品の積層方向、すなわち、吸収性物品の厚み方向に沿う力が高くなり易い。第２方向Ｄ２
に沿って接合部２９が配置されているため、膨張する際の力に接合部２９が対抗し、包装
体１全体の形状を維持し易くなる。よって、窓部２８の形状を維持し易く、窓部２８を介
して吸収性物品の残数を把握する効果をより得易くなる。
【００４３】
　包装シート２０の第２面２２は、吸収性物品１０を取り出すための開口が設けられてい
るように構成されてよい。具体的には、第２面２２には、開口を構成するためのミシン目
２７が設けられてよい。使用者がミシン目を切断することにより、開口が形成されてよい
。窓部は、第１面のみならず、第２面にも設けられてよい。使用者が開口部を介して吸収
性物品を取り出す際に、開口部と共に窓部を視認し易い。よって、吸収性物品の取り出し
時に吸収性物品の残数を容易に把握することができる。
【００４４】
　吸収性物品を個別に包装する個包装シート１８は、複数のパターンを有してよい。複数
のパターンは、色及び図柄の少なくとも一方が異なるように構成されてよい。例えば、第
１個包装シートと、第１個包装シートと異なる色又は異なる図柄を有する第２個包装シー
トと、を有してよい。第１個包装シートによって包装された吸収性物品と、第２個包装シ
ートによって包装された吸収性物品と、が厚み方向に隣接してよい。すなわち、厚み方向
に隣接して配置された吸収性物品は、異なる色又は異なる図柄を有する個包装シート（異
なるパターンの個包装シート）によって包装されてよい。個包装シートの色または図柄の
違いによって、隣接する吸収性物品の境界を把握し易い。吸収性物品どうしの境界の間隔
がより把握し易くなり、吸収性物品の残数を容易に把握できる。
【００４５】
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　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、
例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではな
い。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　包装シート内に収容された吸収性物品の残数を容易に把握できる吸収性物品の包装体を
提供する。
【符号の説明】
【００４７】
１　　　：包装体
１０　　：吸収性物品
１５　　：側縁部
１８　　：個包装シート
２０　　：包装シート
２１　　：第１面
２２　　：第２面
２７　　：ミシン目
２８　　：窓部
２９　　：接合部
３０　　：目印部
３１　　：第１柄
３２　　：第２柄
Ｂ１０　：境界
Ｄ１　　：第１方向
Ｄ２　　：第２方向
ＦＬ　　：長手折り線
ＦＷ　　：幅折り線
Ｌ　　　：長手方向
Ｔ　　　：厚み方向
Ｗ　　　：幅方向
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